
次第２ 「第６次四條畷市総合計画【令和７年度改訂】（原案）に対する修正について」の経緯 

 

 第１回総合計画審議会において、資料４として、分野別計画等について、現行の総合計画の記載内容と素案との新旧対照表

形式のものを作成し、その中で、下記のとおり、基本計画第１章施策４中の分野別計画等に記載の「分散型エネルギーインフ

ラ」プロジェクトマスタープランを削除する旨記載をしておりました。 

 

 

 

 しかしながら、この部分が事務局の作業誤りにより、削除されないまま原案においても残っていることが判明しました。 

 当該分野別計画等は、上記の理由等欄にも記載のとおり、現時点においては既にその効力を失っているものであるため、削

除することが妥当な記載となりますため、そのご承認をお願いするものです。 

 申し訳ございませんが、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

番号 頁 項目名 現行 改訂案 理由等

11 38 分野別計画等
「分散型エネルギーインフラ」プロ

ジェクトマスタープラン
（削除）

H27.3ごろに事業化の検討が行われ

たが、費用対効果等の面から事業化

が見送られたため。

＜参考資料＞ 


